
地域総合整備資金貸付要綱 

 

第１章 総 則 

（目 的） 

第１条 この要綱は、地方公共団体が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活

動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法

人地域総合整備財団（以下「財団」という。）の支援を得て民間事業者等に供給する無

利子資金（以下「地域総合整備資金」という。）の貸付業務の実施に当たりその基準を

定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。 

 

 

第２章 貸付条件等 

（貸付対象費用） 

第２条 貸付の対象となる費用（以下「貸付対象費用」という。）は次に掲げるものとする。 

一 設備の取得等に係る費用 

二 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用（人件費、賃借料、

保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。） 

 

（貸付対象事業） 

第３条 貸付の対象となる事業は、地方公共団体が策定した地域振興民間能力活用事業計

画に位置づけられた民間事業者等による事業であって、次の各号のすべてに該当するも

のとする。 

一 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの 

二 事業の営業開始に伴い、事業地域内において都道府県及び地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２５２条の１９第１項に規定する指定都市（以下「指定都市」とい

う。）にあっては５人以上（地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第

１１７号）第２２条の２第３項の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に従って行

われる同法第２条第６項に規定する地域脱炭素化促進事業（以下「地域脱炭素化促進

事業」という。）、同法第３６条の２５第１項の規定により株式会社脱炭素化支援機構

の支援の対象となった事業者が、同項の規定により対象事業活動支援を受けて行う同

法第３６条の２に規定する対象事業活動（以下「支援対象事業活動」という。）及び

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８

号）第２条第５項に規定する認定事業者が同項に規定する認定発電設備を整備する事

業であって、地方公共団体が地域振興の観点から特に支援が必要と認める場合にあっ

ては１人以上）、市町村（指定都市を除き、特別区を含む。以下同じ。）にあっては１

人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの 

三 用地取得等契約後５年以内に事業の営業開始が行われるもの 

２ 前項に規定する事業のうち、次の各号に掲げる施設を整備する事業は原則として貸付

対象から除外する。 

一 第三者に売却又は分譲することを予定する施設 

二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に定める風俗営業及び同条第５項に定める性風俗関連特殊営業の用に

供される施設 

（別紙） 
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（貸付対象者） 

第４条 貸付の対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。  

 

（貸付額） 

第５条 第３条に規定する貸付の対象となる事業（以下「貸付対象事業」という。）一件当

たりの貸付額は、１百万円以上とし、都道府県及び指定都市にあっては８０億円、市町

村にあっては２０億円を限度とする。 

２ 貸付対象事業一件当たりの第２条各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対

象事業の各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額（ただし、用地取得費

を第２条第１号に規定する設備の取得等に係る費用の３分の１を限度として同号に規

定する費用に算入することができる。）の５０パーセントを限度とする。 

３ 貸付対象事業一件当たりの第２条第２号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象

事業一件当たりの貸付額の総額の２０パーセント（貸付対象事業が、試験研究開発用資

産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対

象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業であ

る場合にあっては５０パーセント）未満とする。 

４ 沖縄県の区域（第６項及び第７項に該当する場合を除く。）において実施される貸付対

象事業に係る第１項の適用については、同項中｢８０億円｣とあるのは｢１００億円｣と、

｢２０億円｣とあるのは｢２５億円｣とする。 

５ 「地域再生計画認定地域」（内閣府所管の地域再生支援利子補給金又は特定地域再生支

援利子補給金の支援措置を活用するために地域再生法（平成１７年法律第２４号）に基

づき地域再生計画の申請をし、認定を受けた計画に係る地域をいう。）（第６項及び第７

項に該当する場合を除く。）において実施される貸付対象事業（沖縄県の区域において

実施されるものを除く。）に係る第１項の適用については、同項中｢８０億円｣とあるの

は｢１００億円｣と、｢２０億円｣とあるのは｢２５億円｣とする。 

６ 定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月２６日付け総行応第３９号総務事務次官

通知）に基づき、定住自立圏形成協定の締結等を行い、定住自立圏共生ビジョンを策定

した宣言中心市及びその近隣市町村において、当該協定又はビジョンに基づく取組に関

連して実施される貸付対象事業に係る第１項及び第２項の適用については、第１項中

｢８０億円｣とあるのは｢１２０億円｣と、｢２０億円｣とあるのは｢３０億円｣とし、第２項

中「５０パーセント」とあるのは「６０パーセント」とする。 

７ 連携中枢都市圏構想推進要綱（平成２６年８月２５日付け総行市第２００号総務省自

治行政局長通知）に基づき、連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結等を行い、連携

中枢都市圏ビジョンを策定した宣言連携中枢都市及び連携市町村において、当該協約又

はビジョンに基づく取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第１項及び第２項

の適用については、第１項中｢８０億円｣とあるのは｢１２０億円｣と、｢２０億円｣とある

のは｢３０億円｣とし、第２項中「５０パーセント」とあるのは「６０パーセント」とす

る。 

８ 地域脱炭素化促進事業及び支援対象事業活動に係る第１項及び第２項の適用について

は、第１項中「８０億円」とあるのは「１２０億円」と、「２０億円」とあるのは「３０億

円」とし、第２項中「５０パーセント」とあるのは「６０パーセント」とする。 

 

９ 一件当たりの貸付額は、１００万円未満の端数をつけないものとする。 
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（貸付利率） 

第６条 貸付利率は、無利子とする。 

 

（貸付対象期間） 

第７条 貸付対象期間は４年以内とする。 

 

（償還期間等） 

第８条 貸付金の償還期間は、２０年（５年以内の据置期間を含む。）以内とする。 

 

（償還方法等） 

第９条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合に

おいて、半年ごとの償還額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終

償還期日に償還するものとする。 

 

（債権の保全等） 

第 10 条 地方公共団体は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融

機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。 

 

（貸付けの方法） 

第 11 条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。 

 

（遅延利息） 

第 12 条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日

数に応じ、当該償還金額につき年１４パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収

するものとする。 

 

（繰上償還） 

第 13 条 借入人は、次の各号の一に該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を

直ちに償還するものとする。 

一 借入人若しくは保証人が支払いを停止したとき又は借入人若しくは保証人に関し

て破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立

てがあったとき。 

二 借入人若しくは保証人が手形交換所又は電子記録債権法（平成１９年法律第１０２

号）第２条第２項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 

２ 借入人は、次の各号の一に該当する場合で、地方公共団体が請求したときは、期限の

利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。 

一 借入人が、地方公共団体が定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反した

とき。 

二 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。 

三 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事

業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困

難になったとき。 

四 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上 
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償還したとき。 

五 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。 

六 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義 

務の履行を怠ったとき。 

七 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競

売の申立てがあったとき。 

八 借入人が解散したとき。 

九 保証人が前３号に定める事由の一に該当したとき。 

十 前各号のほか地方公共団体において債権保全を必要とする相当の事由が生じたと 

き。 

 

 

第３章 貸付手続等 

（借入申請） 

第 14 条 地方公共団体から地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者（以下「申請者」

という。）は、借入申込書及び事業計画書に次に掲げる書類を添付して、当該地方公共 

団体に申込みを行わなければならない。 

一 事業者概要書 

二 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に

係る計画書 

三 年度別損益・資金収支計画書 

四 過去３期分の損益計算書及び貸借対照表 

五 連帯保証予定者の意見書 

六 その他貸付審査に当たり必要な補足資料 

 

（貸付けの決定） 

第 15 条 地方公共団体は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付

対象事業についての総合的な調査・検討を参考とすることとし、財団は、当該貸付けが、 

本貸付要綱に則したものであるか否かについて検討を行うものとする。 

 

（貸付決定の通知等） 

第 16 条 地方公共団体は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総

合整備資金貸付決定通知書を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対して

は、この旨を通知するものとする。 

 

（事情変更による決定の取消） 

第 17 条 地方公共団体は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を

受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、

貸付決定を取り消すことができる。 

２ 地方公共団体は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参

考とすることとする。 

３ 前条の規定は、第１項の処分をした場合に準用する。 
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（貸付金の交付） 

第 18 条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、地方公共団体の指定す

る借入人名義金融機関口座への振込みの方法により行う。 

 

 

第４章 貸付金の管理 

（貸付金の管理） 

第 19 条 地方公共団体は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還

が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調

査を行い、借入人に報告を行わせることができる。 

 

 

第５章 事務の委託 

（貸付け等に係る事務の委託） 

第 20 条 地方公共団体は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る

支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。 

 

（事務委託の手続き） 

第 21 条 前条に規定する委託に際しては、地方公共団体は、財団と委託契約を締結する。 

 

 

附 則 

（過疎地域等における貸付額の特例） 

第１条 令和１３年３月３１日までの間は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措

置法（令和３年法律第１９号）第２条第２項の規定により公示された過疎地域の市町村

及び過疎地域とみなされる区域において実施される貸付対象事業（第５条第６項及び第

７項並びに附則第７条に該当する場合を除く。）に係る第５条第１項、第２項、第４項

及び第５項の適用については、同条第１項中｢８０億円｣とあるのは｢９６億円｣と、｢２

０億円｣とあるのは｢２４億円｣と、同条第２項中「５０パーセント」とあるのは「６０

パーセント」と、同条第４項及び第５項中｢１００億円｣とあるのは｢１２０億円｣と、｢２

５億円｣とあるのは｢３０億円｣と読み替えるものとする。 

 

（離島振興対策実施地域における貸付額の特例） 

第２条 令和１５年３月３１日までの間は、離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２

条第１項に規定する「離島振興対策実施地域」（第５条第６項及び第７項並びに附則第

７条に該当する場合を除く。）において実施される貸付対象事業に係る第５条第１項、

第２項、第４項及び第５項の適用については、同条第１項中｢８０億円｣とあるのは｢９

６億円｣と、｢２０億円｣とあるのは｢２４億円｣と、同条第２項中「５０パーセント」と

あるのは「６０パーセント」と、同条第４項及び第５項中｢１００億円｣とあるのは｢１

２０億円｣と、｢２５億円｣とあるのは｢３０億円｣と読み替えるものとする。 

 

（奄美群島における貸付額の特例） 

第３条 令和１１年３月３１日までの間は、奄美群島振興開発特別措置法（昭和２９年法
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律第１８９号）第１条に規定する「奄美群島」（第５条第６項及び第７項並びに附則第

７条に該当する場合を除く。）において実施される貸付対象事業に係る第５条第１項、

第２項、第４項及び第５項の適用については、同条第１項中｢８０億円｣とあるのは｢９

６億円｣と、｢２０億円｣とあるのは｢２４億円｣と、同条第２項中「５０パーセント」と

あるのは「６０パーセント」と、同条第４項及び第５項中｢１００億円｣とあるのは｢１

２０億円｣と、｢２５億円｣とあるのは｢３０億円｣と読み替えるものとする。 

 

 

（小笠原諸島における貸付額の特例） 

第４条 令和１１年３月３１日までの間は、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和４４年

法律第７９号）第４条第１項に規定する「小笠原諸島」（第５条第６項及び第７項並び

に附則第７条に該当する場合を除く。）において実施される貸付対象事業に係る第５条

第１項、第２項、第４項及び第５項の適用については、同条第１項中｢８０億円｣とある

のは｢９６億円｣と、｢２０億円｣とあるのは｢２４億円｣と、同条第２項中「５０パーセン

ト」とあるのは「６０パーセント」と、同条第４項及び第５項中｢１００億円｣とあるの

は｢１２０億円｣と、｢２５億円｣とあるのは｢３０億円｣と読み替えるものとする。 

 

（沖縄県の離島における貸付額の特例） 

第５条 令和１４年３月３１日までの間は、沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４

号）第３条第３号に規定する「離島」（第５条第６項及び第７項並びに附則第７条に該

当する場合を除く。）において実施される貸付対象事業に係る第５条第１項、第２項、

第４項及び第５項の適用については、同条第１項中｢８０億円｣とあるのは｢９６億円｣と、

｢２０億円｣とあるのは｢２４億円｣と、同条第２項中「５０パーセント」とあるのは「６

０パーセント」と、同条第４項及び第５項中｢１００億円｣とあるのは｢１２０億円｣と、

｢２５億円｣とあるのは｢３０億円｣と読み替えるものとする。 

 

（特別豪雪地帯における貸付額の特例） 

第６条 令和１４年３月３１日までの間は、豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第

７３号）第２条第２項に規定する「特別豪雪地帯」（第５条第６項及び第７項並びに附

則第７条に該当する場合を除く。）において実施される貸付対象事業に係る第５条第１

項、第２項、第４項及び第５項の適用については、同条第１項中｢８０億円｣とあるのは

｢９６億円｣と、｢２０億円｣とあるのは｢２４億円｣と、同条第２項中「５０パーセント」

とあるのは「６０パーセント」と、同条第４項及び第５項中｢１００億円｣とあるのは｢１

２０億円｣と、｢２５億円｣とあるのは｢３０億円｣と読み替えるものとする。 

 

 

（特定被災地方公共団体等における貸付額の特例） 

第７条 令和８年３月３１日までの間は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助

及び助成に関する法律（平成２３年法律第４０号）第２条第２項に規定する「特定被災

地方公共団体」のうち、岩手県、宮城県及び福島県並びに岩手県、宮城県及び福島県の

区域内の市町村又はその区域の全部若しくは一部が同条第３項に規定する「特定被災区

域」内にある地方公共団体のうち、岩手県、宮城県及び福島県の区域内の市町村（第５

条第６項及び第７項に該当する場合を除く。）において実施される貸付対象事業に係る
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第５条第１項及び第２項の適用については、同条第１項中｢８０億円｣とあるのは｢１２

０億円｣と、｢２０億円｣とあるのは｢３０億円｣と、同条第２項中「５０パーセント」と

あるのは「６０パーセント」と読み替えるものとする。 

 

（経過措置） 

第８条 過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第２条第１項に規定す

る「過疎地域｣（第５条第６項及び第７項並びに附則第７条に該当する場合を除く。）又

は同法第３３条第１項の規定により過疎地域とみなされる区域のうち市町村の廃置分

合若しくは境界変更があった日の前日において過疎地域であった区域若しくは同条第

２項の規定により過疎地域とみなされる区域（第５条第６項及び第７項並びに附則第７

条に該当する場合を除く。）において、令和２年度以前に貸付決定をした貸付対象事業

に係る第５条第１項、第２項、第４項及び第５項の適用については、同条第１項中｢８

０億円｣とあるのは｢９６億円｣と、｢２０億円｣とあるのは｢２４億円｣と、同条第２項中

「５０パーセント」とあるのは「６０パーセント」と、同条第４項及び第５項中｢１０

０億円｣とあるのは｢１２０億円｣と、｢２５億円｣とあるのは｢３０億円｣と読み替えるも

のとする。 

２ 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成２３年法

律第４０号）第２条第２項に規定する「特定被災地方公共団体」のうち、岩手県、宮城

県及び福島県以外の都道府県並びに岩手県、宮城県及び福島県以外の都道府県に所在す

る市町村又はその区域の全部若しくは一部が同条第３項に規定する「特定被災区域」内

にある地方公共団体のうち、岩手県、宮城県及び福島県以外の都道府県に所在する市町

村（第５条第６項及び第７項に該当する場合を除く。）において、令和２年度以前に貸

付決定をした貸付対象事業に係る第５条第１項及び第２項の適用については、同条第１

項中｢８０億円｣とあるのは｢１２０億円｣と、｢２０億円｣とあるのは｢３０億円｣と、同条

第２項中「５０パーセント」とあるのは「６０パーセント」と読み替えるものとする。 
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森林・林業振興対策

山村地域の基幹的産業である林業・木材産業の振興対策を推進し、また森林の適
正管理を図ることにより、地球温暖化防止対策に資するとともに、山村地域の活性化
を促進するため、必要な地方財政措置を講じる。

１ 森林管理対策

① 公有林等間伐対策
・公有林等における間伐等の管理に対する財政支援
・公有林における作業道の整備に対する財政支援

② 民有林の公的整備
・公的管理が必要な民有林について所有者との協定等により一定期間にわたり管理・
整備を行う地方公共団体や森林整備法人に対する財政支援

③ 森林の公益的機能の維持増進
・森林の公益的機能を維持増進させるための取組を行う林業公社に対する地方公共団
体の利子補給等に対する財政支援
・森林の公益的機能を維持増進させるとともに管理コストの抑制を図るため、伐期延長や
複層林化による人工林の天然林化を促進する取組に対する財政支援

④ 森林・山村多面的機能発揮対策
・森林の有する多面的機能を発揮させるため、民間活動組織が行う里山林等の森林の
保全管理や、広葉樹未利用材の利活用活動、森林環境教育等山村の活性化に資す
る取組に対する支援

２ 林業振興対策

① 新たな緑の雇用担い手育成対策
・森林整備の担い手である森林作業員を育成するためのＯＪＴ研修等を実施
・林業への新規就業者の定着のための福利厚生、技術講習、安全衛生等の条件整備等

② 森林整備地域活動等支援
・森林経営計画の作成や施業集約化に必要な森林情報の収集（不在村森林所有者情
報の取得、現地確認等）、境界の確認等の地域活動及び既存路網の簡易な改良等に
対する支援

③ 地域材利用促進対策
・地域材の利用促進のための普及啓発、生産流通対策、木質バイオマス・エネルギーの
利用促進対策、地域材を利用した住宅建設に対する利子助成等
・地域材を利用した住宅建設に対する低利融資
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農山漁村地域活性化対策

農山漁村地域の生活環境の整備や都市と農山漁村の共生・対流等を促進する地方単
独事業や国の施策との連携事業を支援するため、必要な地方財政措置を講じる。

農山漁村地域活性化事業等

農山漁村地域の活性化を一層促進するため、農林漁業振興をはじめ、自主的・主体
的な地域づくりを推進するためのソフト事業を支援

① 日本型直接支払
・「農林水産業・地域の活力創造プラン」（平成２５年１２月１０日農林水産業・地域

の活力創造本部決定）を踏まえ、農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るた
め、それを支える地域活動、農業生産活動の継続、環境保全に効果の高い営農を
支援
※「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が第１８６回通常国会

で成立し、平成２７年度から法律に基づく国庫補助事業として実施されている。

（１）多面的機能支払交付金
農業者による組織が行う、水路、農道、農地法面等の機能を維持するための
取組や、その機能を増進するための改良、補修等の取組に対する支援

（２）中山間地域等への直接支払い
中山間地域等の条件不利地域（傾斜地等）と平地との農業生産条件のコスト差
を支援

（３）環境保全型農業直接支援対策
環境保全効果の高い営農活動を行う事に伴う追加的コストを支援

② 農山漁村地域活性化事業
・人口の減少や高齢化が進展しつつある農山漁村地域の活性化を図るため、農林漁業の
振興をはじめ、自主的・主体的な地域づくりを推進するためのソフト事業

③ 水産多面的機能発揮対策
・漁業者等が行う水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する「環境・生態系保存」、
「海の安全確保」、「漁村文化の継承」に係る活動への支援を通じ、水産業・漁村を
活性化

④ 離島漁業再生支援
・離島漁業を再生するための、漁場の生産力向上等に取り組む集落活動を支援

⑤ 特定有人国境離島漁村支援
・特定有人国境離島地域において、漁業集落が行う雇用を創出するための取組及び雇
用の創出を円滑に行うための環境整備を支援
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事 務 連 絡

平成３０年６月２９日

各都道府県財政担当課
御中

各都道府県市町村担当課

総務省自治財政局準公営企業室

へき地保健医療等に対する地方財政措置について

へき地保健医療等に対する地方財政措置については、「へき地保健医療等に対

する地方財政措置について」（平成23年６月30日付け事務連絡）により通知して

いたところですが、本年度よりへき地における保健医療対策を「医療計画につい

て」（平成29年３月31日付け医政発0331第57号厚生労働省医政局長通知）に基づ

き実施していることに伴い、地方財政措置について、次のとおり講じることとし

ていますのでお知らせします。

また、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨御連絡いただくようお願い申し

上げます。

１ へき地保健医療事業実施計画策定費

へき地保健医療事業実施計画（以下、「事業実施計画」という。）の策定に

要する経費について、都道府県に対し所要の措置を講ずる。

２ 施設設備整備費

(1) 施設設備整備費については、病院事業・介護サービス事業債の対象とする。

(2) 当該地方債に係る元利償還金について、関係地方公共団体に対し地方交付

税措置を行う。

３ 上記２以外の事業費

(1) 上記２以外の事業費（運営費等）については、事業実施計画に計上された

次のような事業のうち必要と認められるものに対して地方交付税措置を行

う。

なお、想定される主な経費は次のとおりである。

① へき地医療確保のための各都道府県における調整機関であるへき地医療

支援機構の運営に要する経費
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② へき地医療拠点病院等により診療支援事業等を行う場合は、当該病院等

が行う巡回診療に要する経費

③ ②の事業を実施するために必要となる医師、看護師等医療従事職員の確

保及び配置に要する経費（職員給与費の増嵩分）

④ へき地診療所等への応援医師、代診医師等の派遣に要する経費

⑤ ④の事業を実施するために必要となる医師、看護師の確保及び配置に要

する経費（職員給与費の増嵩分）

⑥ へき地勤務医師及び看護師等の研究研修に要する経費

⑦ へき地診療所等の訪問看護に要する経費

⑧ 遠隔医療システム運営に要する経費

⑨ 離島等における救急患者搬送に伴い地方公共団体が負担した経費

(2) (1)の①から③及び⑤については、都道府県に対して所要の措置を講ずる

こととし、事業実施主体が都道府県でないときにおいても都道府県に対して

所要の措置を講ずるものとする。また、(1)の④及び⑥から⑨については、

関係地方公共団体に対して所要の措置を講ずるものとする。

(3) (1)の①から③及び⑤の場合において事業実施計画により、地方公共団体

の要請に基づき公的病院等が同様の業務を行い、当該経費を都道府県が助成

する場合にも所要の措置を講ずるものとする。
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小規模集合排水処理施設整備事業実施要綱

１ 趣旨

市町村が汚水等を集合的に処理する施設であって、小規模なものの整備促進を図るため、「小

規模集合排水処理施設整備事業」（以下「本事業」という。）を地方単独事業により実施するも

のとする。

２ 対象団体

本事業の対象団体は、市町村（指定都市を含む。以下同じ。）とする。

３ 対象事業

本事業の対象は、汚水、汚泥又は雨水を集合的に処理する施設及びこれに附帯する施設の整備

（本事業により整備された施設の改築を含む。以下同じ。）とする。

４ 事業要件

本事業の実施要件は次のとおりとする。

(1) 市町村が汚水等を集合的に処理する施設であって、処理の対象となる住宅戸数（共同住宅に

あっては、当該共同住宅１棟をもって１戸とする。）が、原則として10戸以上20戸未満の規模

であるものを地方単独事業により整備するものであること。

ただし、農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第６条第１項の規定に基

づき指定された農業振興地域においては、農業集落排水施設に係る国庫補助制度の対象となら

ないものを整備するものであること。

(2) 特別会計により経理されること。

(3) 使用料条例を設け、汚水処理について適正な使用料の徴収が確実と見込まれるものであるこ

と。

５ 事業の整備水準等

本事業による施設の整備は、浄化槽法（昭和58年法律第43号）の規定に基づき実施するものと

し、施設の処理性能等の事業の整備水準等については、別に定めるところによるものとする。

６ 事業計画の策定

(1) 本事業を実施しようとする市町村は、都道府県と協議、調整のうえ、小規模集合排水処理施

設整備計画（以下「本計画」という。）を策定し、都道府県を経由して、自治省に提出するも

のとする。

(2) 本計画の策定にあたっては、市町村及び都道府県において関係部局との十分な連絡、調整を

図り、本事業の円滑な実施に努めるものとする。

(3) 本計画に記載すべき事項その他本計画の策定、提出等については、別に定めるところによる

ものとする。

７ 事業の実施手続き

(1) 市町村は、毎年度、本事業について、起債申請手続き等を行うものとする。

(2) 本事業の当該年度の実施状況及び翌年度の実施予定事業量について、自治省は、関係地方公

共団体に対し報告を求めることができるものとする。

８ 事業の支援

本事業は、自治省、厚生省及び農業振興地域にあっては農林水産省が協調して支援するものと

する。

９ 財政措置

本事業については、当該事業実施年度における一般会計繰出金について地方交付税措置を講じ

るとともに、下水道事業債を充当するものとする。
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個別排水処理施設整備事業実施要綱

１ 趣旨

下水道や農業集落排水施設等により汚水等を集合的に処理することが適当でない地域について、生活雑排水

等の処理の促進等を図るため、「個別排水処理施設整備事業」（以下「本事業」という。）を地方単独事業に

より実施するものとする。

２ 対象団体

本事業の対象団体は、市町村（指定都市を含む。以下同じ。）とする。

３ 対象事業

本事業の対象は、地方単独事業により行う個別合併処理浄化槽（浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第２

条第１号に規定する浄化槽であって、各戸ごと（共同住宅にあっては、各共同住宅ごと）に、し尿と併せて雑

排水を処理するものをいう。以下同じ。）の整備（本事業により整備された個別合併処理浄化槽の改築を含む。

以下同じ。）とする。

４ 事業要件

本事業の実施要件は次のとおりとする。

(1) 次の各号に定める事業のいずれかであること。

① 下水道、農業集落排水施設等の集合処理施設に係る処理区域の周辺地域において、当該集合処理施設と

一体的に運営するものとして、原則として当該事業年度内に２０戸未満（共同住宅にあっては、当該共同

住宅１棟をもって１戸とする。以下同じ。）の住宅について個別合併処理浄化槽を整備する事業

② ①以外の事業であって、特定地域生活排水処理事業の対象となる地域において、原則として当該事業年

度内に１０戸以上２０戸未満の住宅について個別合併処理浄化槽を整備するもの

(2) 特別会計により経理されること。

(3) 汚水処理について適正な料金の徴収が確実と見込まれるものであること。

５ 事業の整備水準等

本事業による個別合併処理浄化槽の整備は、浄化槽法の規定に基づき実施するものとし、個別合併処理浄化

槽の処理性能等の事業の整備水準等については、別に定めるところによるものとする。

６ 事業計画の策定

(1) 本事業を実施しようとする市町村は、都道府県と調整のうえ、個別排水処理施設整備計画（以下「本計

画」 という。）を策定し、都道府県を経由して、自治省に提出するものとする。

(2) 本計画の策定にあたっては、市町村及び都道府県において関係部局との十分な連絡、調整を図り、本事業

の円滑な実施に努めるものとする。

(3) 本計画に記載すべき事項その他本計画の策定、提出等については、別に定めるところによるものとする。

７ 事業の実施手続き

(1) 市町村は、毎年度、本事業について、起債申請手続き等を行うものとする。

(2) 本事業の当該年度の実施状況及び翌年度の実施予定事業量について、自治省は、関係地方公共団体に対し

報告を求めることができるものとする。

８ 事業の支援

本事業は、自治省及び厚生省が協調して支援するものとする。

９ 財政措置

本事業については、当該事業実施年度における一般会計繰出金について地方交付税措置を講じるとともに、

下水道事業債を充当するものとする。
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都市・農山漁村の地域連携による子供農山漁村交流推進事業

●農山漁村での宿泊体験や自然体験を通じて、学ぶ意欲や自立心、思いやりの心、規範意識などを育み、力強い子供の
成長を支えるとともに、 受入れ地域の活性化や交流による地域間の相互理解の深化に寄与。

●課題解消に向けた創意工夫の事例、国の支援施策等について情報共有を図るとともに、関係者間のネットワークを形成
するため、総務省、内閣官房、文部科学省、農林水産省、環境省で連携・協力しながら推進。

送り側･受入側が連携して取り組む実施体制の構築

小学校
中学校
高等学校

社会教育活動学校教育活動
◆コーディネート機能の活用
◆課題解決に向けた研究と実践

◆オンライン交流を実施することで、対面で
の交流効果向上を実現

農山
漁村

送り側・受入側双方が連携して宿泊体験活動の実施体制の構築に
取り組む地方公共団体をモデルとして実証調査を行い、その事例
やノウハウを横展開することにより、子供の農山漁村交流を推進。

オンライン交流・農林漁業体験・宿泊体験活動

①子供農山漁村交流支援事業（上限:１組あたり250万円）

R７当初予算額： １８百万円
(R６当初予算額： １８百万円)

送り側 受入側

・コーディネートに要する経費
・宿泊費用、体験料等の施設使用料
・バスや備品等の借上げ料
・補助員等への謝金
・子供、教員、補助員等に係る保険料
・オンライン交流に要する経費
（調整費、運営費、謝金、特産品の交換）

等

・コーディネートに要する経費
・宿泊費用、体験料等の施設使用料
・バスや備品等の借上げ料
・指導員、NPOスタッフへの謝金
・子供、教員、補助員等、指導者、NPOスタッフ
に係る保険料
・オンライン交流に要する経費
・受入体制の整備に係る経費

等

②体験交流計画策定支援事業（上限：100万円）

・外部有識者等の旅費・謝金 ・研修・会議に要する経費 ・関係団体との
調整に要する経費 ・外部研修受講に係る受講料、旅費 ・印刷製本費 等

【モデル事業対象経費の例】
【モデル事業対象経費の例】

③子ども農山漁村交流プロジェクトセミナーの開催
子供の農山漁村体験の取組を拡大、推進するため、先進事例や課題解消に
向けた創意工夫の事例、国の支援施策等について情報を提供するとともに、
関係者間のネットワークを形成するためセミナーを開催。

国の委託先が伴走支援しながら、効果的な宿泊体験プログラムの内
容や、マッチング相手となる自治体を探す等の課題について検討を
行い、この活動に取り組む地方公共団体のモデルとする「子供の農
山漁村体験交流計画」策定を推進。
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31 90 147 207 318 444 673 886 997 1061 1071 1065 1085 1116 1164 1176
89 257 413 617 978

1629
2799

4090
4976

5530 5503 5560 6015 6447 7200
7910

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

⾃治体数
隊員数

地域おこし協⼒隊について
 都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住⺠票を異動し、⽣活の拠点を移した者を、地⽅公共団体が「地域おこし協⼒隊員」として委嘱。隊員は、

⼀定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこしの⽀援や、農林⽔産業への従事、住⺠の⽣活⽀援などの 「地
域協⼒活動」を⾏いながら、その地域への定住・定着を図る取組。

○実施主体︓地⽅公共団体 ○活動期間︓概ね1年以上3年以下
○地⽅財政措置︓＜特別交付税措置︓R7＞
・地域おこし協⼒隊員の募集等に要する経費︓350万円／団体を上限
・「おためし地域おこし協⼒隊」に要する経費︓100万円／団体を上限
・「地域おこし協⼒隊インターン」に要する経費︓団体のプログラム作成等に要する経費について100万円／団体を上限 等
・地域おこし協⼒隊員の活動に要する経費︓550万円／⼈を上限(報償費等︓350万円、その他活動経費︓200万円) 
・地域おこし協⼒隊員の⽇々のサポートに要する経費︓200万円／団体を上限
・地域おこし協⼒隊員等の起業に要する経費︓任期2年⽬から任期終了翌年の起業する者１⼈あたり100万円上限
・任期終了後の隊員が定住するための空き家の改修に要する経費︓措置率0.5
・JETプログラム参加者等の外国⼈の地域おこし協⼒隊への関⼼喚起及びマッチング⽀援に要する経費（200万円／団体を上限）
・外国⼈の隊員へのサポートに要する経費（100万円／団体を上限）

地域おこし協⼒隊導⼊の効果
〜地域おこし協⼒隊・地域・地⽅公共団体の「三⽅よし」の取組〜

地域おこし協⼒隊導⼊の効果
〜地域おこし協⼒隊・地域・地⽅公共団体の「三⽅よし」の取組〜

地域おこし協⼒隊

地 域 地⽅公共団体

○⾃⾝の才能・能⼒を
活かした活動

○理想とする暮らしや
⽣き甲斐発⾒

○斬新な視点
（ヨソモノ・ワカモノ）
○協⼒隊員の熱意と
⾏動⼒が地域に
⼤きな刺激を与える

○⾏政ではできなかった
柔軟な地域おこし策

○住⺠が増えることによる
地域の活性化 隊員の約4割は⼥性隊員の約4割は⼥性 隊員の約6割が

20歳代と30歳代
隊員の約6割が

20歳代と30歳代

隊員数、取組⾃治体数の推移隊員数、取組⾃治体数の推移 ⇒ 令和８年度に10,000⼈を⽬標

※このほかＪＥＴプログラム終了者が、プログラム終了後も同⼀地域で地域おこし協⼒隊になれるよう、地域要件を緩和（R7〜）

直近５年に任期終了
した隊員については、お
よそ69%が同じ地域
に定住
※R6調査時点

直近５年に任期終了し定住し
た隊員については、およそ
46%が起業※R6調査時点

直近５年に任期終了し定住し
た隊員については、およそ
46%が起業※R6調査時点
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□集落の維持・活性化に向けた取組や取組主
体となる地域運営組織などのサポート

①デマンド交通システムなど地域交通の確保
②都市から地方への移住・交流の推進、
③特産品を生かした地域おこし、
④高齢者見守りサービスの実施、
⑤伝統文化継承、
⑥集落の自主的活動への支援 等

集落支援員の活動イメージ

集落支援員

専 任 2,645人
兼 任 3,022人
（自治会長などとの兼務）

専任の「集落支援員」の属性
 約５割が50代以下
 約５割が元会社員・元公務員・元教員
 約９割がそれまで暮らしていた自治体で活動

集落支援員を設置した地方自治体に対して特別交付税措置を講じる。
対象経費 ① 集落支援員の設置

② 集落点検の実施
③ 集落における話し合いの実施
④ 地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策

に要する経費
措 置 額 集落支援員１人あたりの上限額

専 任※ 500万円
兼 任  40万円

※ 国勢調査における人口集中地区は措置の対象外

※兼任であって、集落支援員としての活動に従事する
時間が週当たり15時間30分以上の場合を含む。

0

過疎地域等の集落の維持・活性化のため、地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関してノウハウを有する人材が、集落の巡回・状
況把握、住民同士の話し合いの促進、これらを通じ必要とされた具体的な取組やその取組主体となる地域運営組織などのサポートを行う。

特別交付税措置 配置状況(R6年度)

必須業務

「集落点検」の結果を活用し、
住民と住民、住民と市町村との間で
集落の現状、課題、あるべき姿等に
ついての話し合いを促進

■集落点検の実施 ■集落のあり方についての話し合い促進
市町村職員と協力し、
住民とともに集落点検
を実施
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外部専門家（地域力創造アドバイザー）制度

地域人材ネット 外部専門家（＝地域力創造アドバイザー）のデータベース（https://www.soumu.go.jp/ganbaru/jinzai/index.html）

都道府県や各省庁等の推薦を受け、地域独自の魅力や価値の向上の取組を支援する民間専門家や先進自治体で活躍している職員（課）を登録

民間専門家（635名）、先進自治体で活躍している職員（26名（2組織を含む）） （令和7年4月1日現在 計661名・組織）

アドバイザー活用事例（新潟県胎内市）
 取組事例
ワイン製造施設運営事業において、ワインの品質向上等を目的にアドバ
イザー制度を活用。具体的には、市職員やワイン製造関係者を対象に、
年8回に渡り商品開発や醸造に関する指導や助言を受けた。

 成果・効果
ワインコンクールでの受賞や業界での
評価向上に伴い出荷量が増加するとともに、
マーケティングの指導も受けた結果、
「胎内高原ワイン」のブランド化にも成功
した。

 対象市町村
① 三大都市圏外の市町村
② 三大都市圏内の市町村のうち、条件不利地域を有する市町村、定住自立圏に取り組む市町村又は人口減少率が高い市町村

 財政措置の内容
市町村外在住の外部専門家を年度内に延べ10日以上又は5回以上招へいし、地域独自の魅力や価値を向上させる取組を実施した場合に、市町村に
対して特別交付税措置をする。

財政措置

アドバイザー活用事例（北海道栗山町）
 取組事例
栗山町地域おこし協力隊起業アドバイザー招へい事業において、カフェ
バルの開店を目的にアドバイザー制度を活用。具体的には、協力隊の方
を対象に、任期終了後に向けて、延べ12日に渡り起業・ビジネスをする
ための学習会や経営に関する指導や助言を受けた。

 成果・効果
飲食業や若者のコミュニティづくりに資す
る事業を担うことを目標に合同会社を設
立。町内駅前通りに活動拠点となるカフェ
バルをオープンした。

1市町村当たり、右に示す額を上限額として、最大3年間：民間専門家活用（590万円／年） ※R7年度から上限額引き上げ
先進自治体職員（組織）活用（240万円／年）
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